
■意見募集期間　：　平成２７年１２月４日（金）～平成２８年１月８日（金）
■ご意見をいただいた人数及び件数　：　５５人、１３１件

番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

1

全般的な事項 計画案には、国の「食料・農業・農村基本計画」と類似点が多い。国の
計画案を超えるような思想やプランが必要ではないか。

農業の現状やその課題については、全国や他都道府県と共通する部分
が多く、その対策も類似したものが多くなっています。
その中で、本計画では、担い手育成を最重点取組みに位置付けたこと
に加え、内水面漁業や花きの振興を重点施策としたほか、就業機会の創
出など農村に住んでもらうための施策を盛り込むなど、独自の取組みを
推進することとしています。

2

全般的な事項 東海地方３県の農業計画案を比較しても大まかな点で一致しており、
やらなければならないことは出尽くしているので、これらを確実に実行
して欲しい。産地間で競争しながらも、共存共栄できる方策が必要で
はないか。

基本計画の着実な実行に努めてまいります。また、地域の特徴を活かし
た農産物生産や、変化に富んだ自然条件を生かしたトマトやホウレンソウ
のリレー出荷など、産地間での共存共栄を図ってまいります。

3
全般的な事項 産地の育成には5年よりも先を見据えた布石が必要ではないか。 長期的かつ大局的なトレンド等を考慮して、今後、5年間に取組むべき施

策を盛り込んでおります。

4

全般的な事項 政策の方向性を裏付ける地域別の具体的な実践方法、年次予算等
を提案して欲しい。

具体的な施策、予算については、基本計画の方向性に基づき、取組み
の進捗状況に応じた内容とするため、前年度末に決定しますので、ご理
解いただきたいと存じます。

5

本県農業の現状 農業の担い手の将来予測があると、岐阜県に必要な担い手が明らか
になるのではないか。

産地（品目）ごとに担い手へのアンケート調査や検討会を開催し、担い手
育成の手法、育成目標等を定めた「就農者育成プラン」を策定し、産地
の維持・発展に必要な担い手を明らかにしてまいります。

6

「ぎふ農業・農村基本
計画」の評価と今後取
り組むべき課題

伝統料理や郷土食などが失われないように、地域の魅力的な食資源
を国内外に積極的に発信していくべきではないか。

特色ある食の魅力の発信を盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めて
まいります。

7

「ぎふ農業・農村基本
計画」の評価と今後取
り組むべき課題

新規就農者への支援と併せ、離職対策にも重点をおくべきではない
か。

営農定着・経営安定化の支援を盛り込んでおり、着実な施策の実行に努
めてまいります。

8

食料自給率の現状と
今後取り組むべき課
題

食育は、地域の伝統文化と結びつけることができる校区や集落など小
地域の単位で事業を実施するべきではないか。

地産地消の推進を位置付けており、その中で食育に取組むこととしてお
ります。事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいりま
す。

「ぎふ農業・農村基本計画（平成２８～３２年度）（仮称）」(案）に対するご意見とこれらに対する県の考え方



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

9

県民への安全・安心な
食料の供給

食料需給のひっ迫に備え、大規模な加工および貯槽輸送方法を図る
必要があるのではないか。

食料・農業・農村基本法には、食料の安定的な供給については、農業生
産の増大を図るとともに、輸入及び備蓄とを適切に組み合わせなければ
ならないとされています。
一義的には、不測時における食料安全保障については、国の責任にお
いて実施されるものであることから、原文のとおりとします。
なお、本県においては、本計画に基づき農業生産の増大を図るととも
に、県独自に、県内の米の流通施設に常時一定量の米を備蓄するととも
に、海外に農地を有する企業と緊急時における食料供給協定を結ぶな
どの取組みを継続してまいります。

10

基本理念と基本方針 多面的機能のひとつとして、地滑り防止も重要ではないか。 地滑り防止も重要な多面的機能のひとつであり、ご指摘を踏まえ地滑り
防止を加えます。

11

基本理念と基本方針 農業政策が大きく変わる今こそ、以前のような強い普及指導が必要で
ある。

県普及指導員とＪＡ営農指導員の合同研修等に加え、ご意見を踏まえ、
新たに普及指導員が中心となって活力ある園芸産地づくりに取組むこと
を盛り込み、関係機関と連携し現場での総合的な指導力を高めてまいり
ます。

12

TPP協定に対応した強
い農業づくり

国が国益を高めるために取った手段で農業が衰退することは許され
ない。国に所得の再配分を求められたい。

国が体質強化や経営安定等万全の対策を行えば、県への影響は限定
的であると考えておりますので、国に対しては、万全なTPP対策の実施を
求めてまいります。

13

TPP協定に対応した強
い農業づくり

ＴＰＰ以降の新たな補助金の源泉の確保と他産業との所得格差を埋
める施策をもっと進めるべきではないか。

対策の財源については政府全体で責任を持って毎年確保するとしてい
ることから、県として新たな補助金の源泉を確保する必要はないものと考
えております。
一方、農業の所得向上に関しては、特色ある米づくりや、輸出の拡大、６
次産業化の推進など「売れるブランドづくり」を推進してまいります。

14

多様な担い手づくり 夏秋トマト、夏ほうれんそう、肉用牛等、高い収益をあげていても、後
継者が育たない現実がある。農家の目線で対策が必要ではないか。
例えば、園芸団地や共同畜舎により、２～３人のグループで農業に取
り組む仕組みがあると良い。

生産者、行政、JA等が一体となって地域で就農を支援する「地域就農支
援協議会」の活動を活性化し、農家により近い目線で新規就農者の育成
に取り組むなど、ご意見を考慮して、事業の実施段階において、取組ん
でまいります。

15

多様な担い手づくり 就農希望者を増やすための取組みが少ないのではないか。 就農希望者を増やすための取組みは、就農希望者への情報発信に位
置付け、実施段階において、着実な施策の実行に努めるとともに、施策
の充実を図ってまいります。

16

就農研修拠点の拡大 就農研修拠点施設の拡大には、就農希望者の掘り起こしが重要であ
り、基本施策だけでなく、重点施策の中にも盛り込むべきではない
か。

『「就農者育成プラン」に基づいた新規就農者の掘り起しや、研修拠点の
整備、就農支援を実施する』に修正します。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

17
就農研修拠点の拡大 東濃牧場の再整備では、ハード整備だけでなく、研修体系も併せて

構築する必要がある。
『…酪農の担い手育成拠点として新たに搾乳牛舎を整備するなど東濃
牧場の再整備と担い手育成研修体制の構築を行う』に修正します。

18
就農研修拠点の全県
的拡大

施設整備とあわせ、研修に係る機械や資材の導入に対する支援が必
要ではないか。

施設整備とあわせ、研修に要する機械や機器の導入を支援してまいりま
す。

19
就農研修拠点の全県
的拡大

和食文化の源でもある日本農業を支える人材の育成は急務であり、
研修拠点の拡大は進めるべきである。

研修拠点の拡大に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めてまいりま
す。

20

就農研修拠点の全県
的拡大

研修施設の不在地域への施設整備の支援、施設整備後の継続的な
支援が必要ではないか。

研修施設の無い地域や品目への研修拠点の拡大を進めるとともに、施
設整備後の運営についても、県、市町村、農業団体が参画する地域就
農支援協議会が支援してまいります。

21
県内研修拠点の連携 研修拠点の連携では、ネットワーク化とともにワンストップ窓口化（どの

窓口でも全地域の情報が得られる）が必要ではないか。
各農林事務所で就農相談を受け付ける窓口を設置しており、県内研修
拠点の情報提供についても実施してまいります。

22

県内研修拠点の連携 農業分野において、農業に携わる卒業生が現役の農業高校生に対
し農業の魅力や働き甲斐を伝える制度や、経験年数が浅い農業者の
就労意識の向上やネットワークづくりを促進する機会があるとよい。

農業大学校を卒業した農業者と高校生との交流会等の実施や、就農研
修拠点間の研修生及び卒業生のネットワークづくりを進めてまいります。

23

初期投資の軽減 農業を行いたい移住希望者に空き家を活用してもらうため、空き家の
改修費用を、県や自治体が農業奨励金として一部を負担してはどう
か。また、事業の周知やマッチングにあたり横の連携が重要ではない
か。

県や市町村の移住定住部局とも連携し、空き家など住宅情報の情報提
供等を進めてまいります。

24

初期投資の軽減 営農開始時に必要となる農業機械・施設の導入に加え、就農後5年
以内に行う本格的な投資についても支援があると良いではないか。

就農5年以降も含め、産地の生産者組織を対象とする県単独補助事業
により農業機械・施設の導入を支援をしてまいります。
青年等就農資金では農業経営を開始してから５年以内の方も対象として
おり、ご意見を考慮して事業の実施段階で新規就農者への助言・指導に
取り組んでまいります。

25
就農後の経営・経営
支援と仲間づくり

営農定着者の経営基盤確立のための規模拡大に対する支援が必要
ではないか。

営農定着・経営安定化に向けて、初期投資の軽減や、就農後の技術・経
営支援を進めてまいります。

26
就農後の技術・経営
支援と仲間づくり

親元就農への支援を継続して欲しい。 国の給付金対象とならない後継者等を対象として、給付金を交付してま
いります。

27
企業の農業参入促進 参入におけるコーディネーターを誰が担うのかを具体的にすべきでは

ないか。
県がコーディネイトを実施します。なお、県が主体の施策については、主
語を省略しております。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

28

企業の農業参入促進 企業誘致にあたっては、地域農業者との協調を十分確認することが
必要。

地域における合意形成に向けた話合いの促進など、基本的な考え方は
既に盛り込んでおりますので、事業の実施段階において、ご意見を考慮
して取組んでまいります。

29
企業の農業参入促進 企業参入を進める前に、地域内の就農希望者の掘り起しを行うことが

重要。
担い手農家の後継者を対象として、意向調査の実施や後継ぎ講座など
の研修会を開催し、農業後継者の就農促進を図ってまいります。

30
農業分野の企業誘致 農業の競争力を高めるため、企業の農業参入や、農業の６次産業化

を進めるべき。
農業分野の企業誘致に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めてま
いります。

31
第19回全国農業担い
手サミットinぎふの開
催

全国レクリエーション大会でも岐阜県農業のPRを行うなど、両大会の
連携を検討して欲しい。

両大会とも全国規模の大会であり、絶好のPR機会であることから、連携を
検討してまいります。

32

就農希望者への情報
発信

営農組合への就職を含んだ支援が必要ではないか。 雇用就農を促進するため、県及び（一社）岐阜県農畜産公社などが、無
料職業紹介所を設置し、ハローワークとも連携しながら、農業に関する求
人情報を提供してまいります。

33

就農希望者への情報
発信

ＳＮＳの活用などインターネットを通じた幅広い情報提供が必要では
ないか。

県が開設する就農支援サイトにおいて、就農支援制度、品目別の営農
モデル、新規就農者の事例や、移住定住情報などを発信してまいりま
す。

34
認定農業者、農業法
人等の経営力強化、
ほか

後継者が農業に取り組める環境づくりと、担い手の経営力強化や、集
落営農の法人化が必要ではないか。

多様な担い手づくりにおいて、基本的な考え方は既に盛り込んでおりま
すので、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいりま
す。

35

認定農業者、農業法
人等の経営力強化

今後、国の交付金が減額等された場合に、機構による集積が進まなく
なる恐れがあることから、農地集積円滑化事業の位置付けを明確に
する必要があるのではないか。

農地利用集積円滑化事業も農地集積に重要な役割を果たしていること
から、今後も農地中間管理事業とあわせ、地域の実情に応じた農地集積
を進めてまいります。

36

認定農業者、農業法
人等の経営力強化

「雇用期間中に経営継承を進める仕組み」を具体的にされたい。 『（一社）岐阜県農畜産公社と県が連携し、…、雇用期間中に技術や経
営管理のノウハウや、販路、農地、施設など経営資源の引継ぎを行う仕
組みを構築する』と修正します。

37

認定農業者、農業法
人等の経営力強化

認定農業者のメリット措置が必要ではないか。 農地中間管理事業による農地の借受け、畑作物の直接支払交付金（ゲ
タ）及び米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）の対象となるほ
か、スーパーL資金の貸付けを受けられるなどのメリット措置があり、継続
して支援してまいります。

38
認定農業者、農業法
人等の経営力強化

現在ある担い手の「質」の向上対策が必要ではないか。 「認定農業者、農業法人等の経営力強化」に盛り込んでおり、事業の実
施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

39
認定農業者、農業法
人等の経営力強化

経営継承者の育成の記載があるとよい。 「認定農業者、農業法人等の経営力強化」に経営継承の施策を盛り込ん
でおります。

40
集落営農体制づくりの
加速化

集落営農は、今後、農業だけでなく、地域づくりや地域貢献の役割が
期待されるので、農業以外の分野（福祉など）学ぶ場があると良い。

本計画では地域を守る組織として位置づけており、事業の実施段階にお
いて、ご意見を考慮して取組んでまいります。

41

集落営農体制づくりの
加速化

経営の複合化・多角化に向けた専門家による個別指導や先進事例を
学ぶ研修会は必要。また、指導を受けた農業者等が新たな取り組み
を開始する時の支援も必要ではないないか。

研修会の開催や専門家の派遣などを「集落営農体制づくりの加速化」に
盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めてまいります。

42
集落営農体制づくりの
加速化

集落営農は地域の農業と自然を住民と一緒になって守ることである
が、自立した営農組合を作るためには、WCSなど耕畜連携による地域
内流通体制の確立が必要ではないか。

「水田を中心とした農村の維持」の施策として盛り込んでおり、耕種農家
と畜産農家とのマッチング、収穫・調製に必要な機械の導入を支援して
まいります。

43

集落営農体制づくりの
加速化

集落営農ができた後も、米づくりだけではやっていけないので、引き
続き、複合化など軌道に乗るまで支援が必要ではないか。

収益性の高い園芸品目の導入などにりよる経営の複合化を「集落営農
体制づくりの加速化」に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めてまい
ります。

44
集落営農体制づくりの
加速化

集落営農体制づくりには、専門家による濃密かつ高度な指導が必要
である。

専門アドバイザーの派遣を「集落営農体制づくりの加速化」に盛り込んで
おり、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいります。

45

集落営農体制づくりの
加速化

集落営農が安定的に農業経営を続けるには、特産品の栽培や開発
促進が必要ではないか。

収益性の高い園芸品目の導入などにりよる経営の複合化を「集落営農
体制づくりの加速化」に盛り込んでおり、事業の実施段階において、ご意
見を考慮して取組んでまいります。

46

集落営農体制づくりの
加速化

中山間地域では集落営農法人は、儲からなくても赤字にならない経
営ができることが必要ではないか。農事組合法人が存続できる、地域
別の指針があるとよい。

農業経営基盤強化促進法に基づき、各市町村の基本構想に地域別に
対応した経営指標を定めています。この経営指標を基に経営支援を実
施してまいります。

47

・水田農業の競争力
強化
・水田を中心とした農
村の維持

水田利用については、平坦地域と中山間地域に分かれた施策が必
要。平坦地域は、従事者の確保と作物の品種等の管理ができれば産
業として成り立つが、中山間地域はコストの削減が難しい。特に、畦畔
の草刈りを軽減する施策が欲しい。例えば、カバープランツも良いが、
コンクリート板の簡易設置できる方法などはないか。

産業政策としての「水田農業の競争力強化」と、地域政策としての「水田
を中心とした農村の維持」を盛り込んでおります。畦畔管理の負担軽減
策にについては、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組ん
でまいります。

48
特徴ある米づくり 良食味米の生産が難しい地域では、価格は安いが食味をあまり気に

しなくても良い業務用米の需要の安定確保を図ってほしい。
モニター制度の実施などにより、実需者と消費者のニーズを把握し、
マーケットイン型の米づくりを進めてまいります。

49
特徴ある米づくり 県の試験研究機関で、米の新品種を育成してほしい。 「水田農業の競争力強化」に盛り込んでおり、本県の気象や土壌条件に

適した新たな良食味品種の育成、選定を進めてまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

50
特徴ある米づくり 水質や土壌の分析が必要。 分析について基本的な考え方は既に盛り込んでおりますので、事業の

実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいります。

51
飼料用米などの生産
拡大

安定した収量・品質が確保できる飼料用専用品種の導入を進めるとと
もに、JAでの荷受けを推進することが必要ではないか。

「水田農業の競争力強化」に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努め
てまいります。

52
飼料用米などの生産
拡大

主食用米の価格維持を図るため、非主食用米を生産する農業者に対
する長期的な支援（産地交付金の追加交付など）を検討してしてほし
い。

非主食用米の生産を支援する産地交付金について、継続的に十分な予
算を確保するよう、国に要望してまいります。

53
飼料用米などの生産
拡大

地域内流通の飼料用米の保管のための農業倉庫の整備への支援が
必要ではないか。

「水田農業の競争力強化」の施策として盛り込んでおり、地域内流通体
制の構築に必要な機械・施設の整備（保管施設の改良を含む）を支援し
てまいります。

54

・県産花きの活用促進
と販売力強化

花き生産者の経営安定を図るためには、生産振興とともに、花き需要
の増進が必要であり、花きの効果や効用を消費者に知っていただくこ
とが重要であるとともに、国内需要の縮小を考慮した輸出への対応が
必要である。今後も、官学民が一体となった花きの振興に期待する。

花きの需要拡大に向け、「清流の国ぎふ花き戦略会議」を中心に、官学
民が一体となった花きの振興を進めてまいります。

55
農産物の販売先の確
保について

県独自の販売ルートや、流通先、ネットワークなどを充実させること
で、販売ありきの生産、作物の選定ができるようなシステムを確立して
ほしい。

地産地消、６次産業化の促進により、生産者と消費者や実需者とのネット
ワークづくりを推進してまいります。

56

県産農畜水産物のグ
ローバル展開

国内にも需要拡大の余地があるので、輸出よりも、国内供給にも力を
入れるべきではないか。

国内での需要拡大に向けて、大消費地における県産農畜水産物の販路
拡大や、農業の６次産業化の取組拡大、特色ある食の魅力の発信、地
産地消の推進などの取組みをを盛り込んでいます。
なお、輸出には、国内でのブランド力を高めたり、インバウンド消費を拡
大する効果も期待されることから、継続的な取り組みが必要と考えており
ます。

57
農業の6次産業化の取
組拡大

アンテナショップ「ジ・フーズ」が1月中に閉店されると聞いているが、
引き続きテストマーケティングの拠点を設置されたい。

テストマーケティング拠点の設置に向けて予算の確保に努めてまいりま
す。

58

農業の6次産業化の取
組拡大

テストマーケティング結果が生産者や農業関係者に伝わっていない。
今後のマーケティング結果が早く知りたい。

アンテナショップでのテストマーケティング結果については、個別、具体
的な結果であることから、商品を出展している農業者に対して当該商品
に関する情報提供を行うこととしています。

59
農業の6次産業化の取
組拡大

異業種との交流会や、異業種のマーケティング経験者の活用が必要
ではないか。

異業種とのマッチングについて基本的な考え方は既に盛り込んでおりま
すので、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいりま
す。

60
農業の6次産業化の取
組拡大

消費者に選択される６次産業化商品を生み出すには、品質の保証
と、知名度の向上が必要ではないか。

6次産業化商品の品質向上やPRについて基本的な考え方は既に盛り込
んでおりますので、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組ん
でまいります。

61
農業の6次産業化の取
組拡大

６次産業化商品のPRの場が少なく、認知度が低いので、具体的な情
報発信が必要ではないか。

６次産業化商品のテストマーケティング及び情報発信拠点の設置に向け
て予算の確保に努めてまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

62

特色ある食の魅力の
発信

地元の日本人のための食文化を提案し、地元の農産物で伝統食や、
新たな食を提案し続けることが必要ではないか。

「地域の食文化の情報発信」に基本的な考え方は既に盛り込んでおりま
すので、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいりま
す。

63

特色ある食の魅力の
発信

グローバル化に打ち勝つには、あえてローカルな発想が必要ではな
いか。

和食の世界無形文化遺産への登録などを踏まえ、地元に目を向け、「特
色ある食の魅力の発信」を盛り込んでおり、地域に埋もれている特色ある
食材や食文化の魅力を再評価し、岐阜の「食」として発信・活用を図って
まいります。

64
・地域食材の活用促
進
・ジビエの利活用促進

ジビエのＰＲに加え、需要拡大に見合った解体施設の整備と物流の
構築が必要ではないか。

「ジビエの利活用促進」に基本的な考え方は既に盛り込んでおりますの
で、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいります。

65
安全・安心な農畜水産
物の生産体制の強化

農産物トレーサビリティの確保による安全・安心な地域ブランドの確立
を記載するべきではないか。

米及び牛肉のトレーサビリティは法律に基づき実施しており、県の基本計
画には位置付けておりませんが、引き続き推進してまいります。

66

新品種・新技術の導
入

農家の利益を確保するため、さらなる生産コストの削減につながる、栽
培技術開発、省力化技術開発が必要。

新品種・新技術の導入に盛り込んでおり、革新的な県オリジナル栽培シ
ステムの開発・改良やオリジナル新品種の開発により、着実な施策の実
行に努めてまいります。

67

活力ある園芸産地づく
り

担い手を呼び込むことも大切であるが、担い手が所得を確保できる普
及指導体制が必要。

県普及指導員とＪＡ営農指導員の合同研修等に加え、ご意見を踏まえ、
普及指導員が中心となって「活力ある園芸産地づくり」に取組むことを新
たに盛り込み、関係機関と連携し現場での総合的な指導力を高めてまい
ります。

68

活力ある園芸産地づく
り

産地の市街化が進んでいるため、県、市、JAで周辺畑地の集積・集
約化してほしい。

ご意見を踏まえ、新たに「活力ある園芸産地づくり」を基本施策に位置付
け、基幹作業の労力補完体制の構築や農地集積など産地の総合的な
取り組みを支援してまいります。

69

活力ある園芸産地づく
り

大根の共同選洗、選別ができるような仕組みが作りたい。 ご意見を踏まえ、新たに「活力ある園芸産地づくり」を基本施策に位置付
け、基幹作業の労力補完体制の構築や農地集積など産地の総合的な
取り組みを支援してまいります。

70

活力ある園芸産地づく
り

野菜園芸や果樹特産の位置付けが必要ではないか。 ご意見を踏まえ、新たに「活力ある園芸産地づくり」を基本施策に位置付
け、基幹作業の労力補完体制の構築や農地集積など産地の総合的な
取り組みを支援してまいります。

71

活力ある園芸産地づく
り

農業経営体のパート確保対策が必要ではないか。 特にパート不足が顕著な夏ほうれんそうについて、他作物のパート職員
を割り当てるなどの労働補完体制の構築を支援するとともに、他作目も
含め調整・包装作業の省力化に繋がる共同利用施設の整備等を進めて
まいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

72

優良農地・農業用水
の確保

老朽化した農業用水等の施設の長寿命化の推進が必要。 長寿命化対策については、「農業・農村の強靱化」に盛り込んでおり、基
幹的な農業水利施設の改修や長期的な施設機能の確保に向けた保全
対策を推進してまいります。

73

大消費地における県
産農畜水産物の販路
拡大

2020年の東京オリンピック開催を見据えた首都圏等への販路拡大が
必要ではないか。

「大消費地における県産農畜水産物の販路拡大」として、飛騨牛、富有
柿など首都圏でのＰＲを図ってまいります。また、五輪選手村への食材供
給に必要となる、GAP（農業生産工程管理）手法の導入を推進してまいり
ます。

74

大消費地における県
産農畜水産物の販路
拡大

消費者に選択してもらうため、国、県、ＪＡをあげて、国・県産農産物の
安全・安心を、継続的かつ多様なメディアでＰＲすることが必要ではな
いか。

安全・安心を確保する取組みを進めるとともに、県産農畜水産物のPRを
位置付けておりますので、事業の実施段階において、ご意見を考慮して
取組んでまいります。

75

大消費地における県
産農畜水産物の販路
拡大

「ぎふクリーン農業」農産物の位置付けがマイナーになりつつあり、第
二弾のPR方法（例えば、味、鮮度などを重視）が必要ではないか。

ぎふクリーン農産物については、ＧＡＰ（農業生産工程管理）手法の取組
みを進め、消費者に安心して買ってもらえる農産物となるよう取り組んで
まいります。なお、ぎふクリーン農産物を含む、県産農畜水産物の知名
度向上を図るため、量販店等において、観光や県産品と一体的な販売
促進活動を支援してまいります。

76

大消費地における県
産農畜水産物の販路
拡大

価格安定基金とは別に、高水準で生産される農産物を買い支える仕
組みがあると良い。

主要品目について安定的な売り場を確保するため、関西圏、中部圏で
の市場・流通関係者と連携した量販店等での販売促進活動を実施する
とともに、地産地消Weekの取組みなどの県産農産物を手に取ってもらえ
る取組みを進めてまいります。

77
地産地消の推進 人口構造やライフスタイルの変化に順応した地産地消を推進すること

が重要である。
基本的な考え方は既に盛り込んでおりますので、事業の実施段階にお
いて、ご意見を考慮して取組んでまいります。

78

里川の活用 岐阜県には「長良川」の他にも、木曽川、揖斐川などなど素晴らしい
川がある。里川ブランドが長良川に終わることないよう、他の河川に対
しても十分な施策が必要。

「清流長良川の鮎」が世界農業遺産に認定されたことを契機に、木曽
川、揖斐川その他の河川についても里川の振興に取り組んでまいりま
す。

79

里川の活用 世界農業遺産「清流長良川の鮎」と世界遺産「白川郷」などと連携し
たぎふのブランド化が必要。観光部局等との連携を進めるべき。

「清流長良川の鮎」の世界農業遺産が認定されたましたが他にも世界遺
産候補も存在しております。それも含め、岐阜の世界遺産群として連携
を図り、誘客促進を図ってまいります。

80

農村ビジネスの創出 スローライフを求める人たちにとっても、日本一住みよい、豊かな生態
系に囲まれた農山村づくりを目指してはどうか。

農林水産業に携わりながら、商工業や観光業などからも所得を得る「田
園回帰就業モデル」を構築、普及するとともに、関係部局と連携し、移住
定住を進めてまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

81

就業機会の創出
生活環境の整備促進

企業の論理は中山間地域になじまない側面がある。特に、「住みよい
農村づくり」では、域内に人が住むことが重要であることから、商工も
含めた複合的な施策が必要ではないか。

「住みよい農村づくり」では、商工業とも連携した就業機会の創出や農村
集落の維持を図る「農村ビジネスの創出」を位置付けるとともに、集落内
道路の整備等を進める「生活環境の整備推進」などを盛り込んでおりま
す。

82

就業機会の創出
生活環境の整備促進

「住みよい」以前に、「住めない」農村地域が出現しており、生活インフ
ラの整備が必要ではないか。

商工業とも連携した就業機会の創出や農村集落の維持を図る「農村ビジ
ネスの創出」を位置付けるとともに、集落内道路の整備等を進める「生活
環境の整備推進」などを盛り込んでおります。

83
就業機会の創出 山村地域の特性を生かした林業による収入の確保と、農業との兼業

により、棚田など地域の維持につながる。
農林水産業に携わりながら、商工業や観光業との連携などからも所得を
得る「田園回帰就業モデル」の構築、普及に努めてまいります。

84
就業機会の創出 夏場のトマト栽培だけで生活することは難しい。中山間地域の冬場の

就業機会の創出に取り組む必要がある。
農業だけでなく商工業などの副業による所得の確保を考えておりますの
で、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいります。

85
就業機会の創出 田園回帰就業モデルの構築と普及に是非取り組んでほしい。 農村ビジネスの創出に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めてまい

ります。

86

都市農村交流の推進
と受入体制の強化

都市と農村の交流は農村の活性化に有効であるが、「岐阜県らしさ」と
いうのが何を目指しているのか、世界農業遺産認定も踏まえ、県の方
向性をわかりやすく打ち出してほしい。

岐阜県には、里山、里地、里川など地域資源が多数存在しており、そこら
育まれた郷土食、伝統食など魅力のある食文化も存在することからこれら
を情報発信して誘客促進に努めてまいります。

87

都市農村交流の推進
と受入体制の強化

若い都市住民層と、農村住民との積極的な交流の場が生まれるような
取組みが必要ではないか。

郷土食、伝統食などの魅力ある食を中心に「ぎふらしい体験メニュー」の
提供や、一村一企業パートナシップ運動を活用して都市と農村の交流や
農村の活性化を図ってまいります。

88

都市農村交流の推進
と受入体制の強化
農村の伝統文化の伝
承

地元の祭りや行事などをグリーンツーリズムに取り入れ、スマートフォ
ンを活用した企画など若い人が関心をもつ工夫や仕掛けが必要。

グリーン・ツーリズム実践団体の提供しているメニューをメールマガジンで
配信しておりますが、幅広い情報提供とSNSを活用した情報発信につい
ても取り組んでまいります。

89

農村環境を守るため
の地域住民、企業等と
の連携

その地域や農業に、愛着や誇りをもってもらうため、子どものころから
農業や農村の良さを体感できる取組みが必要ではないか。

農業・農村への関心を高めるため、幼稚園・保育所における幼児食農教
育の実施や、小中学校を対象とした花育の推進、高校生や大学生への
農業体験実習の情報提供やマッチングなどを行ってまいります。

90

中山間地域等に適し
た水田農業の展開

中山間地域における農地集積の方向性を示す必要がある。 中山間地域など担い手不在地域の農地を担うのは、集落営農組織であ
ると考えており、安定的な集落営農の体制づくりを進めるとともに、農地
の集積・集約化を進めてまいります。

91

中山間地域等に適し
た水田農業の展開

水田法面の草刈りについて、女性でも使いやすい刈り払い機の改良
や、ロボット除草の開発をしてほしい。

畦畔ロボット除草機の開発については、国立研究機関などが試作機の
研究を始めており、これら試作機が実用段階になれば、岐阜県への導入
の適応性などについて、試験を進めてまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

92
中山間地域等に適し
た水田農業の展開

農地集積を進めるため、担い手の負担軽減が必要ではないか。 基本的な考え方は既に盛り込んでおりますので、事業の実施段階にお
いて、ご意見を考慮して取組んでまいります。

93

中山間地域等に適し
た水田農業の展開

過去に基盤整備済みのほ場が耕作放棄地化しており、ほ場の再整備
が必要。

「売れるブランドづくり」の基本施策「優良農地・農業用水の確保」や「住
みよい農村づくり」の重点施策「水田を中心とした農村の維持」の中で、
ほ場の再整備などの基盤整備を盛り込んでおり、着実な施策の実行に
努めてまいります。

94
中山間地域等に適し
た水田農業の展開

畦畔管理の労力軽減のため、カバープランツの積極的な推進が必
要。

水田を中心とした農村の維持に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努
めてまいります。

95

中山間地域等に適し
た水田農業の展開

中山間地域では、労働生産性の低い麦大豆よりも、飼料用米やWCS
の作付けが適しているが、主食用米との作業分散のため、極早生又
は極晩生品種の導入が必要。また、WCSは、農家と酪農家の個別契
約となっているが、JA等が仲介して推進できないか。

WCSの生産拡大について基本的な考え方は既に盛り込んでおりますの
で、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んでまいります。

96

耕作放棄地対策の強
化

中山間地の耕作放棄地を牧場として活用してはどうか。
（畜産環境問題の軽減にもつながる）

耕作放棄地への牛放牧につきましては、飼料作物の施策の一環として、
実証展示等の取り組んでおります。引き続き関係機関と連携して着実な
施策の実行に努めてまいります。

97

鳥獣被害額の低減対
策

鳥獣害被害を受けると耕作意欲が低下し、被害を受けた農地が耕作
放棄地化する恐れがある。切迫した事態であり、計画の確実な実施が
必要ではないか。

鳥獣被害対策については、緊急に対策の強化を行うとともに、計画の着
実な実行に努めてまいります。

98

鳥獣被害額の低減対
策

狩猟者の確保対策及び捕獲技術向上対策が必要ではないか。 狩猟者が不足している地域における住民と狩猟者が協働して行う集落ぐ
るみの捕獲体制の構築や、経験の浅い狩猟者を対象とした研修会の開
催など捕獲技術向上のための取組みを進めてまいります。
なお、狩猟者の確保対策については、事業の実施段階において、関係
部局と連携して取組んでまいります。

99

鳥獣被害額の低減対
策

わな猟免許取得後の経費、各猟友会費等の経費が負担である。 有害鳥獣の捕獲に従事される鳥獣被害対策実施隊員等については、狩
猟税の減免や銃刀法の猟銃所持許可の更新等の申請の際の技能講習
の免除措置が講じられていることから、その積極的な活用について引き
続き働き掛けてまいります。

100
ジビエの利活用促進 鳥獣被害に悩む地域にとって、新たな産業を産むきっかけとなるの

で、「ぎふジビエ」の流通・販売システムの構築を進めてほしい。
鳥獣被害対策の強化に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めてま
いります。

101
生活環境の整備推進 中山間地の道路（幅8m）を整備し、学校や病院に行きやすい農村づ

くりをしてほしい。
基幹的農道や集落内道路の整備などを盛り込んでおり、着実な施策の
実行に努めてまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

102

地域資源の循環利用
と自然エネルギーの活
用推進

水稲の稲わらや家畜堆肥などの副産物の有効利用による耕畜連携
の促進が必要ではないか。

水田等を活用した飼料作物生産と家畜堆きゅう肥還元のサイクルを構築
するため、耕種農家と畜産農家のマッチング等を実施してまいります。

103

地域資源の循環利用
と自然エネルギーの活
用推進

バイオマスを利用した発電、熱利用も推進するべきではないか。 農政部においては、岐阜県の地勢に適した、農業用水利施設を利用し
た小水力発電を積極的に推進していきますので、原文のとおりとします。
なお、岐阜県長期構想には、木質バイオマスのエネルギー利用の拡大
を位置付けております。

104

農村の伝統文化の伝
承

伝統文化やその地域の景観は、それ自体が農村や農業の基盤であ
ると同時に、観光資源ともなるので、積極的に伝承を支援するべきで
ある。

農村の伝統文化の伝承に盛り込んでおり、着実な施策の実行に努めて
まいります。

105

農村環境を守るため
の地域住民、企業等と
の連携

子ども達を対象に、岐阜大学農学部と連携し、夏休みや春休みなど
に農業の面白さを伝えるイベントがあるとよい。また、このようなイベン
トを学校や地域に対して直接PRすることが重要である。

基本的な考え方は既に盛り込んでおりますので、事業の実施段階にお
いて、関係者と連携し、ご意見を考慮して取組んでまいります。

106
主要品目別施策 取組む地域の記載があるとよいのではないか。 地域計画は策定しておりませんが、事業の実施段階において、地域の

実情に応じて重点付けし、取組みを推進してまいります。

107
主要品目別施策 担い手対策を盛り込む必要があるのではないか。 担い手対策については、1つ目の柱「多様な担い手づくり」に集約して盛

り込んでいますので、原文のとおりとします。

108

水田作物 中山間地域の米づくりをどうしていくのか示す必要がある。 「水田農業の競争力強化」「水田を中心とした農村の維持」に位置づけ、
中山間地域においては、地域の特性を生かした良食味米の生産を振興
するとともに、水田農地を維持するため需要のある飼料用米やWCSの作
付転換を推進してまいります。

109

水田作物 ハツシモのさらなるPRが必要。 「水田農業の競争力強化」の施策として盛り込んでおり、ハツシモの知名
度及び評価の向上を図るため、モニター制度の実施などによる実需者と
消費者のニーズを把握し、マーケットイン型の米づくりを進めてまいりま
す。

110

水田作物 乾田直播に適したほ場に対する栽培指導が必要。 「水田農業の競争力強化」の施策として盛り込んでおり、飼料用米の生
産拡大を図るため、直播や密播疎植などの省力・低コスト栽培技術の普
及指導を行ってまいります。

111
水田作物 飼料用米の生産が適さないほ場へのWCS作付けの支援が必要。 「水田を中心とした農村の維持」の施策として盛り込んでおり、耕種農家

と畜産農家とのマッチング、収穫・調製に必要な機械の導入を支援して
まいります。

112
水田作物 今後、国の補助金が削減等された場合に、飼料用米を継続させる県

独自の対策を打ち出して欲しい。
飼料用米は、国の交付金がなければ、経営が成り立たないことから、交
付金について継続的に十分な予算を確保するよう、国に要望してまいり
ます。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

113
水田作物 米の価格が安く経営的に厳しい状況が見込まれるので、岐阜の米の

ブランド化を積極的に進めてほしい。
「水田農業の競争力強化」の施策として盛り込んでおり、良食味米など特
徴ある米づくりを推進してまいります。

114
トマト 夏秋トマトの選果場について、情報収集・発信機能などの機能向上を

含め、計画的な整備が必要。
活力ある園芸産地づくり及び、主要品目別施策（トマト）に盛り込んでお
り、着実な施策の実行に努めてまいります。

115
いちご 高設ベンチ導入ありきではなく、離農によって生じた既存施設の有効

活用を図ることも必要。
地域就農支援協議会等が、中古施設や機械の情報提供や斡旋を行
なってまいります。

116

柿 放任園、廃園が拡大する中、担い手の規模拡大のために水田同様、
園地の流動化・集積のしくみ作りが必要である。

農地中間管理事業を活用するため、関係機関で構成する農地集積推進
チームと農地利用最適化推進委員等の連携等による農地中間管理事
業の活用を進めることとし、計画に盛り込んでまいります。

117

柿 ベビーパーシモンには、脱渋の手法が確立されていない、選果機の
使用が困難などの課題がある。誰もが安易に栽培できる品種ではな
いため、数ある品種のうちのひとつとして推進してもらいたい。

現在の主力品種をベビーパーシモンに切り替える施策ではなく、消費者
ニーズに対応した補完品種として導入を図ってまいります。

118

柿 一部の地域では、既に独自の柿剪定士制度を設けており、一律に県
で制度を設けることに意義はあるのか。

剪定士制度のない地域において優れた技術を受け継ぐために、必要な
施策として考えております。既に制度が定着している産地での認定制度
の在り方を含め、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取組んで
まいります。

119

柿 柿では、収穫や選定作業については手を上げ続ける動作は限定的
である。一方、コンテナの積み下ろしなどの負担があるため、「柿作業
の労力軽減につながる農業用アシストスーツ等」と記載してはどうか。

「柿作業の労力軽減につながる農業用アシストスーツ等」と修正します。

120

栗 低樹高・超低樹高栽培技術については、産地、品種によってこの栽
培技術が合わない場合もある。

全ての産地や品種において低樹高・超低樹高栽培技術を推進するもの
とは考えておりません。地域や品種に適した栽培方法を普及してまいりま
す。

121

茶 茶園の集積・集約化の具体的な手法を示す必要がある。 農地中間管理事業を活用するため、関係機関で構成する農地集積推進
チームと農地利用最適化推進委員等の連携等による農地中間管理事
業の活用を進めてまいります。
なお、計画中では、農地中間管理機構による茶園の集積・集約化を行う
と記載しております。

122

茶 岐阜県産茶葉の知名度を高めるため、消費者の根底を広げる取組み
が必要。
（取組み案）
①県内の茶産地マップの作成と周知
②小中学校等で県産の急須を使ったお茶教室の開催（茶育）
③お茶の効用がわかる茶文化セミナーの開催
④県主催の茶の商談会の開催

県産茶葉の知名度を高めるための取組みについては、県産茶の消費拡
大に位置づけており、事業の実施段階において、ご意見を考慮して取り
組んでまいります。



番号 該当項目 ご意見等の概要 意見に対する県の考え方・対応

123
乳用牛 機械や牛の更新には、多大な投資が必要となるので、補助が必要。 牛群整備の支援や生産基盤の整備支援を盛り込んでおりますので、引

き続き関係機関と連携して着実な施策の実行に努めてまいります。

124

乳用牛 県の受精卵を安く供給することが必要。 現在、県が供給している価格は、生産振興を図るため、他機関に比べ低
い価格設定としております。今後は、年間に供給できる受精卵数を増や
す研究を進めてまいります。

125

養蜂 養蜂業界と行政が連携して、蜂群現象の原因を解明して欲しい。 国の「蜜蜂の被害事例に関する調査」に協力し、現地確認及び分析用
検体の採取・送付等を行うとともに、今後も、関係機関と連携して蜜蜂へ
の被害防止に向けた情報の収集及び共有等に取り組んでまいります。

126

計画実現に向けた推
進体制

推進体制の具体化と、県の主体性の明確化が必要。 本計画は、県が今後５年間に重点的に取り組む施策を示すものであり、
県が主体的に推進します。
一方、本計画に掲げる施策は、県のみで達成できるものではなく、農業
者や関係団体等との連携・協働の上で、実現を図るものであることから、
計画実現に向けた推進体制では、関係者に期待される役割を示してい
ます。

127

計画実現に向けた推
進体制（農業協同組
合）

ＪＡグループでは生産者手取りの最大化に向け、販売力強化とトータ
ルコストの削減に取り組んでいるが、資材価格の低減には限界があ
る。低コスト資材や省力資材・技術による人件費削減、物流費の削減
などトータルに削減することが必要である。

関係機関が連携し、トータルコストを低減することが必要と考えております
ので、ご意見を踏まえ修正しました。県においては、生産性向上に向け
た機械化、自動化による省力生産技術の開発や収益性向上に向けた高
品質・ブランド価値向上のためのオリジナル新品種の育成などを進めて
まいります。

128

計画実現に向けた推
進体制（農業協同組
合、市町村、県）

中山間地域での農業従事者の高齢化、集落機能の脆弱化はかなり
進んでおり、行政、JA等の積極的な指導が必要。

計画実現に向けたの推進体制を示すとともに、関係機関が連携しなが
ら、計画に掲げる施策を推進してまいります。

129

計画実現に向けた推
進体制（県民）

「ごはんを1日にもう一口（17g）食べること」といった身近で実現可能な
例を示すと、一人一人にできることがわかり、農業・農村を身近に感じ
られる。

『県民の皆さんができる「食料自給率アップのための５つのアクション」』を
食料自給率のページに掲載したところであり、計画実現に向けた推進体
制は、原文のとおりとします。

130

その他 他県の案では林業について記載がある。林業の衰退も鳥獣害の増
加、里山・郷土の保全に大きく関わっており、今回の基本計画に盛り
込んで欲しかった。

本県は、農政部と林政部が分かれており、林業については現在「第二期
岐阜県森林づくり基本計画」に基づき、取組みが進められております。
ご意見のとおり、農業・農村と、林業は密接に関わっており、鳥獣被害を
防止するための里山への緩衝帯の設置など、連携しながら取り組んでま
いります。

131

その他 「農業・農村振興県民基本条例（仮称）」の制定等の取組みを検討し
てはどうか。

農業の振興等に関する条例を定め、その実現のために基本計画を策定
している県もありますが、本県では条例の有無に関わらず、農業・農村の
振興に関する基本計画を定め、必要な施策を盛り込んできたところで
す。
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